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告

示

福
井
県
告
示
第
3
4
7
号

　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
1
7
年
法
律
第
1
2

3
号
）
第
5
9
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
6
9
条

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
平
成
2
5
年
6
月
1
4
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

名
　
　
　
称

所
在
地

開
設
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称

代
表
者
氏
名

住
　
　
　
所

担
当
す
る

自
立
支
援

医
療
の
種
類

指
定
日

医
療
法
人
林
病
院

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
府
中
越
前
市
府
中
1丁
目
4－

10
医
療
法
人
林
病
院

理
事
長
　
林
　
は
る
み
越
前
市
府
中
1丁
目
5－

7
精
神
通
院
医
療
25.6

.1

　
福
井
県
告
示
第
3
4
8
号

　
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
3
9
年
厚
生

省
令
第
8
号
）
第
1
条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

消
防
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1
8
6
号
）
第
2
条

第
9
項
の
救
急
業
務
に
係
る
医
療
機
関
を
認
定
し
た

の
で
、
同
令
第
2
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
2
5
年
6
月
1
4
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
区
分
　
救
急
病
院

2
　
名
称
　
泉
ヶ
丘
病
院
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3
　
所
在
地
　
敦
賀
市
中
8
1
号
岩
ヶ
鼻
1
番
1
1

4
　
認
定
年
月
日
　
　
　
平
成
2
5
年
6
月
1
7
日

5
　
認
定
の
有
効
期
限
　
平
成
2
8
年
6
月
1
6
日

　
福
井
県
告
示
第
3
4
9
号

　
母
子
保
健
法
（
昭
和
4
0
年
法
律
第
1
4
1
号
）

第
2
0
条
第
5
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
1
項

の
規
定
に
よ
る
養
育
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
2
5
年
6
月
1
4
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

名
　
称
　
エ
ン
ゼ
ル
調
剤
薬
局
　
鯖
江
店

所
在
地
　
鯖
江
市
旭
町
1
丁
目
9
－
1
7
－
1

開
設
者
　
福
井
市
和
田
中
3
丁
目
1
1
1

　
　
　
　
株
式
会
社
エ
イ
チ
ア
ン
ド
ケ
ー

　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
平
野
　
洋
一

指
定
年
月
日
　
平
成
2
5
年
6
月
4
日

公

告

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
の
で
、
特

定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関

す
る
規
則
（
平
成
7
年
福
井
県
規
則
第
8
2
号
）
第

4
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
5
年
6
月
1
4
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
　
調
達
を
す
る
物
品
（
以
下
「
調
達
物
品
」
と

い
う
。
）
の
名
称
と
数
量

　
移
動
式
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
　
1
式

　
　
ア
　
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
　
1
式

　
　
　
（
機
器
構
成
）

　
　
　
　
・
本
体
　
　
　
　
　
　
　
1
台

　
　
　
　
・
付
属
品
 　
　
　
　
　
　
1
式

　
　
　
　
　
（
付
属
品
内
訳
）

・
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
フ
ァ
ン
ト
ム
　

は
そ
の
支
店
も
し
く
は
常
時
契
約
を
締
結
す

る
事
務
所
を
代
表
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不

当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

3
年
法
律
第
7
7
号
）
第
2
条
第
6
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

で
あ
る
者

イ
　
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
2
条
第
2
号
に

規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ま
た
は
暴
力
団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与

し
て
い
る
者

ウ
　
役
員
等
が
自
己
、
自
社
も
し
く
は
第
三
者

の
不
正
の
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
第
三
者

に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
力
団

ま
た
は
暴
力
団
員
の
利
用
等
を
し
て
い
る
者

エ
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員

に
対
し
て
資
金
等
を
供
給
し
、
ま
た
は
便
宜

を
供
与
す
る
な
ど
直
接
的
も
し
く
は
積
極
的

に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、
ま
た
は

関
与
し
て
い
る
者

オ
　
役
員
等
が
暴
力
団
ま
た
は
暴
力
団
員
と
社

会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い

る
者

3
　
電
子
入
札
の
実
施

　
こ
の
入
札
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申
請

お
よ
び
入
札
書
の
提
出
は
、
契
約
担
当
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
と
入
札
に
参
加
す
る
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接

続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
「
電
子
入
札

シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
。

　
な
お
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
電
子
入
札

シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
申

請
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
者
は
、
入
札
手
続
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り

、
紙
入
札
承
認
願
を
契
約
担
当
者
に
提
出
し
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
、
紙
に
よ
る
入
札
参
加

1
式

・
2
0
ｍ
ｌ
混
合
ガ
ン
マ
線
効
率
校

正
線
源
　
1
式

・
Ｑ
Ａ
チ
ェ
ッ
ク
線
源
　
1
式

　
　
イ
　
車
両
　
1
台

　
⑵
　
調
達
を
す
る
物
品
の
仕
様
等

　
入
札
説
明
書
お
よ
び
仕
様
書
（
以
下
「
入
札

説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。

　
⑶
　
納
入
期
限

　
　
　
平
成
2
6
年
3
月
2
8
日
（
金
）

　
⑷
　
納
入
場
所

　
　
　
県
が
指
定
す
る
場
所

2
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、

特
定
調
達
契
約
（
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適

用
を
受
け
る
調
達
契
約
を
い
う
。
）
に
係
る
競
争

入
札
参
加
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
別
に
知
事
が
行
う
審
査
に
よ
り
認
定
を
受

け
た
者
（
こ
の
公
告
の
日
か
ら
開
札
ま
で
に
資
格

の
認
定
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
で
、
次
に
掲
げ

る
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

⑴
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
2
2
年
政
令
第

1
6
号
）
第
1
6
7
条
の
4
に
規
定
す
る
者
で

な
い
こ
と
。

⑵
　
入
札
の
日
に
お
い
て
現
に
福
井
県
の
指
名
停

止
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

⑶
　
会
社
更
生
法
（
平
成
1
4
年
法
律
第
1
5
4

号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
お
よ

び
民
事
再
生
法
（
平
成
1
1
年
法
律
第
2
2
5

号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な

さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
　
仕
様
書
に
定
め
る
性
能
を
満
足
す
る
機
器
を

納
入
で
き
る
技
術
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

⑸
　
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
役
員
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
者

を
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
役
員
ま
た

資
格
確
認
申
請
書
ま
た
は
入
札
書
の
提
出
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

4
　
資
格
の
確
認
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書

（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
様
式
。
な
お
、
契

約
担
当
者
の
承
認
を
得
て
紙
に
よ
る
申
請
書
ま
た

は
入
札
書
の
提
出
を
行
う
者
（
以
下
「
紙
入
札
者

」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
入
札
説
明
書
に
定

め
た
様
式
）
を
次
の
と
お
り
提
出
し
、
こ
の
入
札

に
関
し
て
福
井
県
の
事
前
審
査
を
受
け
、
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間

　
公
告
日
か
ら
平
成
2
5
年
7
月
5
日
（
金
）

1
7
時
ま
で

　
⑵
　
申
請
書
等
の
提
出
方
法

ア
　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
の
入
札
に

参
加
し
よ
う
と
す
る
者

　
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
送
信
す

る
。
　
な
お
、
資
料
の
提
出
を
有
効
に
行
う
た
め

に
は
、
申
請
書
の
情
報
が
提
出
期
限
内
に
、

契
約
担
当
者
が
本
件
入
札
に
使
用
す
る
電
子

計
算
機
に
備
え
付
け
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
申
請
書
の
提
出
に
使
用
す
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法

律
（
平
成
1
2
年
法
律
第
1
0
2
号
）
に
基

づ
き
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
特
定
認
証

業
務
を
行
う
者
が
発
行
し
た
も
の
で
、
か
つ

福
井
県
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
代
表
者
の
名
義
で
取
得
し
、

そ
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
情
報
を
福
井
県
の
電
子
入

札
シ
ス
テ
ム
に
利
用
者
登
録
し
た
も
の
と
す

る
。

イ
　
紙
入
札
に
よ
り
こ
の
入
札
に
参
加
し
よ
う

と
す
る
者

　
持
参
ま
た
は
郵
送
す
る
こ
と
。
（
郵
送
す
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る
場
合
は
簡
易
書
留
郵
便
と
す
る
。
）

　
　
ウ
　
提
出
先

　
　
　
　
〒
9
1
0
－
8
5
8
0

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
3
丁
目
1
7
番
1
号

　
　
　
　
福
井
県
健
康
福
祉
部
地
域
医
療
課

　
⑶
　
資
格
の
確
認
の
通
知

　
資
格
の
確
認
は
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使

用
し
て
通
知
す
る
。
紙
入
札
者
に
対
し
て
は
、

書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。

5
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
項

⑴
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
お
よ
び
契
約
条

項
を
示
す
場
所

　
　
　
〒
9
1
0
－
8
5
8
0

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
3
丁
目
1
7
番
1
号

　
　
　
福
井
県
健
康
福
祉
部
地
域
医
療
課

⑵
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名

称
お
よ
び
所
在
地
な
ら
び
に
こ
の
入
札
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　
〒
9
1
0
－
8
5
8
0

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
3
丁
目
1
7
番
1
号

　
　
　
福
井
県
健
康
福
祉
部
地
域
医
療
課

　
　
　
電
話
　
0
7
7
6
－
2
0
－
0
3
4
6

　
⑶
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間

　
　
　
公
告
日
か
ら

　
　
　
平
成
2
5
年
7
月
5
日
（
金
）
1
7
時
ま
で

⑷
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
は
上
記
の
場
所
で
行

う
ほ
か
、
福
井
県
物
品
等
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス

シ
ス
テ
ム
で
公
開
す
る
。

6
　
入
札
書
の
提
出
方
法
、
提
出
期
間
お
よ
び
開
札

日
時

　
⑴
　
入
札
書
の
提
出
方
法

　
　
　
4
⑵
と
同
様
と
す
る
。

　
⑵
　
入
札
書
の
提
出
期
間

　
平
成
2
5
年
7
月
2
4
日
（
水
）
8
時
3
0

分
か
ら
平
成
2
5
年
7
月
2
5
日
（
木
）
1
6

時
ま
で

　
⑶
　
開
札
日
時

害
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

1
0
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
一
連
の
手
続
お
よ
び
契
約

に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
お
よ

び
通
貨

　
日
本
語
お
よ
び
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

　
⑵
　
入
札
保
証
金
お
よ
び
契
約
保
証
金

　
福
井
県
財
務
規
則
（
昭
和
3
9
年
福
井
県
規

則
第
1
1
号
）
の
規
定
に
よ
る
。

　
⑶
　
入
札
の
無
効

　
福
井
県
財
務
規
則
第
1
5
1
条
の
規
定
に
よ

る
。

　
⑷
　
契
約
書
作
成
の
要
否

　
　
　
要

⑸
　
暴
力
団
員
等
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
場

合
の
措
置

①
　
受
注
者
は
、
福
井
県
暴
力
団
排
除
条
例
（

平
成
2
2
年
福
井
県
条
例
第
3
1
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
5
条
第
2
項
の
規

定
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
暴
力
団
員
ま
た
は

暴
力
団
も
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係

を
有
す
る
者
に
よ
る
不
当
介
入
を
受
け
た
と

き
は
、
速
や
か
に
所
轄
の
警
察
署
に
届
出
を

行
う
と
と
も
に
、
捜
査
上
必
要
な
協
力
を
行

う
こ
と
。

②
　
①
に
よ
り
、
警
察
署
に
届
け
出
た
と
き
は

、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
発
注
者
に
報
告
す
る

こ
と
。
な
お
、
上
記
1
の
届
出
を
怠
っ
た
と

き
は
、
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停

止
措
置
要
領
の
規
定
に
基
づ
く
、
指
名
停
止

等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

⑹
　
こ
の
公
告
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
入

札
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
入
札
説
明
書
等
に

よ
る
。

1
1
　
Sum
m
ary

⑴
　
N
ature and quantity of the 

　
　
　
平
成
2
5
年
7
月
2
6
日
（
金
）
1
0
時

　
⑷
　
開
札
場
所

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
3
丁
目
1
7
番
1
号

　
　
　
福
井
県
健
康
福
祉
部
地
域
医
療
課

7
　
入
札
の
方
法

　
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記

載
さ
れ
た
金
額
に
、
当
該
金
額
の
1
0
0
分
の
5

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
加
算
後
の
金

額
に
1
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落

札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税

お
よ
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る

か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ

た
契
約
希
望
金
額
の
1
0
5
分
の
1
0
0
に
相
当

す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

8
　
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
事
項

　
こ
の
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
予
定
価
格
の
制

限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入

札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

9
　
議
会
の
議
決

⑴
　
こ
の
入
札
に
係
る
物
品
の
購
入
が
、
議
会
の

決
議
に
付
す
べ
き
契
約
お
よ
び
財
産
の
取
得
ま

た
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
3
9
年
福
井

県
条
例
第
1
号
）
第
3
条
に
規
定
す
る
財
産
の

取
得
に
該
当
す
る
場
合
は
、
落
札
後
に
仮
契
約

を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
、
議
会
の
決
議
を
経
た
と
き
に
限
り
、
当

該
仮
契
約
を
本
契
約
と
み
な
す
。

⑵
　
仮
契
約
の
締
結
後
議
会
の
決
議
ま
で
の
間
に

、
仮
契
約
を
締
結
し
た
業
者
が
こ
の
入
札
に
係

る
物
品
の
購
入
契
約
以
外
に
県
の
物
品
の
製
造

の
請
負
ま
た
は
物
品
の
買
入
れ
、
修
繕
等
の
契

約
に
関
し
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
制
限
ま
た

は
指
名
停
止
措
置
を
受
け
た
場
合
に
は
、
県
は

、
当
該
仮
契
約
を
解
除
し
、
本
契
約
を
締
結
し

な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

県
は
、
当
該
仮
契
約
の
解
除
に
つ
き
一
切
の
損

　
　
products to be purchased

　
　
　
A
 m
obile w

hole－
body counter.

　
⑵
　
D
ate,T

im
e of Bidding

　
10:00 am

 , July 26 , 2013（
T
im
e－

lim
it for the subm

ission of tenders 16:00 
pm
 , July 25 , 2013）

　
⑶
　
D
eadline for delivery

　
　
　
M
arch 28 , 2014

　
⑷
　
T
he place for Contact for notice
R
egional H

ealth Services D
ivision , 

D
epartm

ent of H
ealth and W

elfare , 
Fukui Prefectural Governm

ent , 3－
17－

1 , O
hte , Fukui city , Fukui 910

－
8580 Japan 

　
　
　
T
EL 0776－

20－
0346
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
1
0
年
法
律
第

9
1
号
）
第
6
条
第
2
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
3

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
5
条
第
3
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の

周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
8
条
第
2

項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
4
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
平
成
2
5
年
6
月
1
4
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ハ
ー
ツ
志
比
口
店

　
福
井
市
志
比
口
二
丁
目
1
1
0
6
番
　
外
3
1

筆
2
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

　
　
福
井
県
民
生
活
協
同
組
合
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理
事
長
　
竹
生
　
正
人

　
　
福
井
市
開
発
町
第
2
号
1
番
地
の
1

3
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

⑴
　
駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

⑵
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

時
間
帯

⑶
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

4
　
変
更
す
る
年
月
日

　
　
平
成
2
5
年
6
月
4
日

5
　
変
更
す
る
理
由

　
駐
車
場
2
を
除
外
し
、
そ
れ
に
伴
い
当
該
駐
車

場
の
出
入
口
2
箇
所
と
駐
車
場
利
用
時
間
を
変
更

す
る
た
め
。

6
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
2
5
年
6
月
3
日

7
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
市
大
手
三
丁
目
1
7
番
1
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
振
興
・
金
融
課

　
⑵
　
福
井
市
大
手
三
丁
目
1
0
番
1
号

　
　
　
福
井
市
商
工
労
働
部
商
工
振
興
課

8
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
4
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
午
前
8
時
3
0
分
か
ら
午
後
5
時
1
5
分
ま

で
9
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
福
井
市
大
手
三
丁
目
1
7
番
1
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
振
興
・
金
融
課

　
　
鯖
江
河
端
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
5
年
3
月
3
0

日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
5
年
6
月
1
4
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

　
〃
　
　
熊
野
　
隆
光
　
　
鯖
江
市
大
野
町
29-24

　
〃
　
　
竹
内
　
与
三
松
　
鯖
江
市
大
野
町
29-108

　
〃
　
　
黒
田
　
正
知
　
　
鯖
江
市
別
所
町
30-39

　
〃
　
　
小
島
　
守
夫
　
　
鯖
江
市
別
所
町
30-54

監
　
事
　
松
塚
　
幸
夫
　
　
鯖
江
市
大
正
寺
町
11-9

　
〃
　
　
直
井
　
一
好
　
　
鯖
江
市
南
井
町
3-11

　
〃
　
　
杉
本
　
敏
行
　
　
鯖
江
市
別
所
町
33-11

　
　
南
条
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
2

4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
5
年
5
月
1
6
日
に

役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
5
年
6
月
1
4
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
高
木
　
義
雄
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
清
水
8-15

　
〃
　
　
山
本
　
克
彦
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
鋳
物
師
24-3

　
〃
　
　
山
口
　
努
　
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
奥
野
々
31-13

　
〃
　
　
加
藤
　
滋
和
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
東
大
道
27-9

　
〃
　
　
加
藤
　
伊
平
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
西
大
道
18-10

　
〃
　
　
山
本
　
久
和
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
東
谷
24-23

　
〃
　
　
谷
川
　
武
司
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
清
水
13-2

　
〃
　
　
今
村
　
文
憲
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
脇
本
14-39

　
〃
　
　
嶋
崎
　
喜
一
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
嶋
12-10

　
〃
　
　
西
川
　
治
夫
　
　
南条郡南越前町上平吹38-22

　
〃
　
　
宮
地
　
清
作
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
牧
谷
48-6

　
〃
　
　
桂
川
　
静
雄
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
牧
谷
66-2-1

　
〃
　
　
井
上
　
寿
彦
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
上
野
65-22

　
〃
　
　
岩
端
　
猛
志
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
堂
宮
15-32

　
〃
　
　
岩
嵜
　
和
実
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
金
粕
10-10

　
〃
　
　
兵
江
　
啄
雄
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
中
小
屋
79-14

　
〃
　
　
勝
見
弥
五
兵
衛
　
南
条
郡
南
越
前
町
阿
久
和
65-33

　
〃
　
　
笛
吹
　
巧
　
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
鯖
波
23-20

　
〃
　
　
大
塚
喜
登
治
　
　
南条郡南越前町上別所4-12-3

　
〃
　
　
丸
岡
　
武
視
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
関
ｹ鼻
11-15

　
〃
　
　
堀
井
　
武
司
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
湯
尾
19-3-23

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
夛
田
　
治
男
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
36-28-1

　
〃
　
　
佐
々
木
　
悟
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
39-45

　
〃
　
　
中
村
　
治
郎
吉
　
鯖
江
市
上
河
端
町
40-80

　
〃
　
　
熊
野
　
髙
士
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
48-1

　
〃
　
　
吉
村
　
光
二
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
49-36

　
〃
　
　
笠
嶋
　
巖
　
　
　
鯖
江
市
下
河
端
町
57-40

　
〃
　
　
佐
々
木
　
敏
幸
　
鯖
江
市
下
河
端
町
68-62

　
〃
　
　
福
嶋
　
正
隆
　
　
鯖
江
市
下
河
端
町
59-23

　
〃
　
　
小
澤
　
正
信
　
　
鯖
江
市
下
河
端
町
66-65

　
〃
　
　
福
嶋
　
信
次
　
　
鯖
江
市
下
河
端
町
70-19

　
〃
　
　
福
嶋
　
賢
二
　
　
鯖
江
市
下
河
端
町
69-7

　
〃
　
　
古
村
　
正
史
　
　
鯖
江
市
下
河
端
町
71-7

　
〃
　
　
吉
村
　
正
信
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
16-32

　
〃
　
　
中
村
　
與
　
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
22-9

監
　
事
　
清
水
　
弘
　
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
49-18

　
〃
　
　
田
上
　
悟
　
　
　
鯖
江
市
下
河
端
町
68-26

　
〃
　
　
中
村
　
秀
雄
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
22-27

　
　
鯖
江
片
上
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
5
年
3
月
3
0

日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
5
年
6
月
1
4
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
岸
塚
　
清
二
　
　
鯖
江
市
大
正
寺
町
13-86

　
〃
　
　
上
大
門
　
昇
　
　
鯖
江
市
南
井
町
2-7

　
〃
　
　
宮
崎
　
大
　
　
　
鯖
江
市
南
井
町
4-6

　
〃
　
　
前
田
　
栄
司
　
　
鯖
江
市
四
方
谷
町
1-1

　
〃
　
　
前
田
　
繁
　
　
　
鯖
江
市
四
方
谷
町
2-41-1

　
〃
　
　
稲
崎
　
長
　
　
　
鯖
江
市
四
方
谷
町
5-44

　
〃
　
　
西
山
　
真
樹
　
　
鯖
江
市
四
方
谷
町
3-44

　
〃
　
　
柏
﨑
　
浩
　
　
　
鯖
江
市
大
野
町
8-12

　
〃
　
　
杉
本
　
忠
義
　
　
鯖
江
市
大
野
町
9-10-3

　
〃
　
　
竹
内
　
武
　
　
　
鯖
江
市
大
野
町
20-21

監
　
事
　
井
上
　
直
樹
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
上
別
所
27-2

　
〃
　
　
沢
崎
　
敏
雄
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
東
谷
16-2-3

　
〃
　
　
竹
内
　
弘
行
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
牧
谷
69-16

　
　
鯖
江
河
端
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
5
年
3
月
3
1

日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
5
年
6
月
1
4
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
笠
嶋
　
喜
優
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
38-3-2

　
〃
　
　
西
村
　
善
隆
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
39-62

　
〃
　
　
福
岡
　
敏
男
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
47-69

　
〃
　
　
熊
野
　
髙
士
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
48-1

　
〃
　
　
吉
村
　
光
二
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
49-36

　
〃
　
　
笠
嶋
　
巖
　
　
　
鯖
江
市
下
河
端
町
57-40

　
〃
　
　
福
嶋
　
正
隆
　
　
鯖
江
市
下
河
端
町
59-23

　
〃
　
　
小
澤
　
正
信
　
　
鯖
江
市
下
河
端
町
66-65

　
〃
　
　
佐
々
木
　
敏
幸
　
鯖
江
市
下
河
端
町
68-62

　
〃
　
　
笠
嶋
　
実
喜
雄
　
鯖
江
市
下
河
端
町
69-17

　
〃
　
　
福
嶋
　
信
次
　
　
鯖
江
市
下
河
端
町
70-19

　
〃
　
　
古
村
　
正
史
　
　
鯖
江
市
下
河
端
町
71-7

　
〃
　
　
澤
田
　
清
和
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
22-23

　
〃
　
　
中
村
　
秀
雄
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
22-27

監
　
事
　
清
水
　
弘
　
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
49-18

　
〃
　
　
田
上
　
悟
　
　
　
鯖
江
市
下
河
端
町
68-26

　
〃
　
　
吉
村
　
哲
雄
　
　
鯖
江
市
上
河
端
町
15-14

　
　
鯖
江
片
上
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
5
年
3
月
3
1

日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
5
年
6
月
1
4
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠
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役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
松
塚
　
幸
夫
　
　
鯖
江
市
大
正
寺
町
11-9

　
〃
　
　
東
　
哲
雄
　
　
　
鯖
江
市
南
井
町
5-24

　
〃
　
　
山
本
　
敏
雄
　
　
鯖
江
市
南
井
町
6-22

　
〃
　
　
前
田
　
栄
司
　
　
鯖
江
市
四
方
谷
町
1-1

　
〃
　
　
前
田
　
繁
　
　
　
鯖
江
市
四
方
谷
町
2-41-1

　
〃
　
　
佐
々
木
　
哲
郎
　
鯖
江
市
四
方
谷
町
4-3

　
〃
　
　
稲
崎
　
長
　
　
　
鯖
江
市
四
方
谷
町
5-44

　
〃
　
　
柏
﨑
　
浩
　
　
　
鯖
江
市
大
野
町
8-12

　
〃
　
　
山
口
　
義
法
　
　
鯖
江
市
大
野
町
9-10

　
〃
　
　
熊
野
　
佐
治
平
　
鯖
江
市
大
野
町
22-1

　
〃
　
　
桒
原
　
義
孝
　
　
鯖
江
市
大
野
町
29-5

　
〃
　
　
熊
野
　
隆
光
　
　
鯖
江
市
大
野
町
29-24

　
〃
　
　
小
島
　
昇
弘
　
　
鯖
江
市
別
所
町
29-19

　
〃
　
　
小
島
　
守
夫
　
　
鯖
江
市
別
所
町
30-54

監
　
事
　
松
塚
　
博
典
　
　
鯖
江
市
大
正
寺
町
13-92

　
〃
　
　
畑
中
　
一
男
　
　
鯖
江
市
南
井
町
8-80

　
〃
　
　
山
本
　
巖
　
　
　
鯖
江
市
別
所
町
32-26-2

　
　
南
条
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
2

4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
5
年
5
月
1
7
日
に

役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
5
年
6
月
1
4
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
加
藤
　
滋
和
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
東
大
道
27-9

　
〃
　
　
加
藤
　
伊
平
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
西
大
道
18-10

　
〃
　
　
山
本
　
久
和
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
東
谷
24-23

　
〃
　
　
谷
川
　
武
司
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
清
水
13-2

　
〃
　
　
今
村
　
政
治
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
脇
本
17-36

　
〃
　
　
嶋
﨑
　
俊
男
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
嶋
11-31

　
〃
　
　
佐
治
　
一
治
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
上
平
吹
39-56

　
〃
　
　
山
本
　
克
彦
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
鋳
物
師
24-3

　
〃
　
　
宮
地
　
清
作
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
牧
谷
48-6

　
〃
　
　
桂
川
　
静
雄
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
牧
谷
66-2-1

時
ま
で
（
受
付
時
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
午
前
9
時

2
0
分
か
ら
）

　
⑵
　
場
所

　
　
　
福
井
市
大
手
二
丁
目
2
2
番
2
8
号

　
福
井
県
教
育
セ
ン
タ
ー
4
階
　
4
0
3
、
4

0
4
会
議
室

2
　
対
象
者

　
屋
外
広
告
業
の
経
営
者
お
よ
び
従
事
者
、
屋
外

広
告
業
を
営
も
う
と
す
る
者
な
ら
び
に
屋
外
広
告

物
の
管
理
者
お
よ
び
管
理
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者

3
　
定
員

　
　
6
0
名

4
　
講
習
課
程

　
⑴
　
屋
外
広
告
物
等
関
係
法
令

　
⑵
　
屋
外
広
告
物
の
表
示
方
法

　
⑶
　
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
設
置
方
法

5
　
規
則
第
3
2
条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
く
講
習

課
程
の
一
部
免
除

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い

て
は
、
4
の
講
習
課
程
の
う
ち
3
屋
外
広
告
物
を

掲
出
す
る
物
件
の
設
置
方
法
を
免
除
す
る
。

⑴
　
建
築
士
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
2
0
2
号

）
第
2
条
第
1
項
に
規
定
す
る
建
築
士

⑵
　
電
気
工
事
士
法
（
昭
和
3
5
年
法
律
第
1
3

　
9
号
）
第
2
条
第
4
項
に
規
定
す
る
電
気
工
事

士
⑶
　
電
気
事
業
法
（
昭
和
3
9
年
法
律
第
1
7
0

号
）
第
4
4
条
第
1
項
第
1
号
か
ら
第
3
号
ま

で
に
掲
げ
る
種
類
の
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付

を
受
け
て
い
る
者

⑷
　
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
4
4
年
法
律

第
6
4
号
）
第
2
8
条
第
2
項
に
規
定
す
る
職

業
訓
練
指
導
員
免
許
（
免
許
職
種
が
帆
布
製
品

科
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
ま
た

は
同
法
第
2
2
条
（
第
2
6
条
の
2
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
修
了
証
書
（
訓

練
科
が
帆
布
製
品
製
造
科
で
あ
る
も
の
に
限
る

　
〃
　
　
井
上
　
寿
彦
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
上
野
65-22

　
〃
　
　
岩
端
　
猛
志
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
堂
宮
15-32

　
〃
　
　
岩
嵜
　
和
実
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
金
粕
10-10

　
〃
　
　
兵
江
　
啄
雄
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
中
小
屋
79-14

　
〃
　
　
勝
見
弥
五
兵
衛
　
南
条
郡
南
越
前
町
阿
久
和
65-33

　
〃
　
　
笛
吹
　
巧
　
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
鯖
波
23-20

　
〃
　
　
山
口
　
努
　
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
奥
野
々
31-13

　
〃
　
　
井
上
　
昇
　
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
上
別
所
2-36

　
〃
　
　
澤
﨑
　
輝
男
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
関
ｹ鼻
13-12-1

　
〃
　
　
森
下
　
義
信
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
湯
尾
56-4

監
　
事
　
髙
木
　
正
義
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
清
水
8-15

　
〃
　
　
澤
本
　
武
範
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
上
野
24-10

　
〃
　
　
谷
﨑
　
潤
一
　
　
南
条
郡
南
越
前
町
関
ｹ鼻
13-2

　
　
鯖
江
下
新
庄
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（

昭
和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
5
年
3
月

2
9
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
5
年
6
月
1
4
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

監
　
事
　
奥
田
　
俊
雄
　
鯖
江
市
五
郎
丸
町
16-25

　
　
福
井
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
3
9
年
福
井
県

条
例
第
4
5
号
）
第
3
8
条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
屋
外
広
告
物
等
講
習
会
（
以
下
「
講
習
会
」
と

い
う
。
）
を
開
催
す
る
の
で
、
福
井
県
屋
外
広
告
物

条
例
施
行
規
則
（
昭
和
3
9
年
福
井
県
規
則
第
5
4

号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
3
1
条
第
2
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
平
成
2
5
年
6
月
1
4
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
講
習
会
の
日
時
お
よ
び
場
所

　
⑴
　
日
時

　
平
成
2
5
年
7
月
1
8
日
（
木
）
お
よ
び
同

月
1
9
日
（
金
）
の
午
前
1
0
時
か
ら
午
後
5

。
）
の
交
付
を
受
け
た
者

6
　
申
込
方
法

　
屋
外
広
告
物
等
講
習
会
受
講
申
込
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
福
井
県
証
紙
（
3
，
5
0
0
円
に

相
当
す
る
も
の
）
を
は
り
付
け
、
郵
送
す
る
こ
と

。
7
　
申
込
書
の
受
付
期
間

　
平
成
2
5
年
6
月
1
7
日
（
月
）
か
ら
同
年
7

月
1
0
日
（
水
）
ま
で
（
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ

る
も
の
に
限
り
、
受
け
付
け
る
。
な
お
、
定
員
に

な
り
次
第
受
付
け
を
締
め
切
る
。
）

8
　
申
込
書
の
配
布
場
所

　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課
お
よ
び
福
井
県
内

の
市
町
の
屋
外
広
告
物
担
当
課

9
　
講
習
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
お
よ
び
受
講

申
込
書
の
送
付
先

〒
9
1
0
－
8
5
8
0

福
井
市
大
手
三
丁
目
1
7
番
1
号

福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

電
話
　
0
7
7
6
－
2
0
－
0
4
9
7



平成25年 6 月14日（金） 6福 井 県 報 第 2437 号

平
成
二
十
五
年
六
月
十
四
日
印　

刷　
発
行
人　

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号　

福　

井　

県

平
成
二
十
五
年
六
月
十
四
日
発　

行　
印
刷
人　

〒
九
一
〇
―
〇
八
四
三　

福
井
県
福
井
市
西
開
発
三
丁
目
七
一
五　

白
崎
印
刷（
株
）　

☎
53
六
三
〇
〇




